
- 22 - 

 

（別紙） 

被告装置・方法説明書 

 

１ 被告装置、及び、被告方法の概要 

 (1) 被告装置は、インターネットを介して接続されたユーザ端末（パソコン、スマートフ

ォン等）を用いた「楽天市場」と称するインターネット・ショッピングモール（甲３）を

管理するサーバ装置である。 

 (2) 被告方法は、当該サーバ装置で実行される管理方法である。 

 

２ 被告装置、及び、被告方法における記憶部について 

 (1) 被告装置は、後述する(2)、(3)の各情報等を記憶する記憶部を有する。 

    被告方法は、後述する(2)、(3)の各情報等を記憶する。 

 (2) 商品に対応づけた楽天市場のジャンルを示す情報の記憶について 

    ア 楽天市場の全体に設定される商品分類について 

     被告装置・方法は、楽天市場の全体に設定される商品分類を記憶部に記憶する（後

述する３(1)、写真１～３の各青楕円参照。）。 

   イ 各商品の楽天市場のジャンルの登録について 

     被告装置・方法は、店舗管理者等からの入力に応じて、楽天市場で扱う商品に対し、

アで説明した楽天市場の全体に設定される商品分類に基づく、個別の楽天市場のジャ

ンル（例えば、「ＣＤ・ＤＶＤ・楽器」→「ＣＤ」→「その他」）を登録する（甲１０

のＳＴＥＰ３の「５ 全商品ディレクトリＩＤを登録します」）。 

   ウ  楽天市場のジャンルを示す情報の記憶について 

     被告装置・方法は、イで説明した登録により、楽天市場が扱う商品に対応づけて、

楽天市場の全体に設定される商品分類に基づく、楽天市場のジャンルを示す情報（例

えば、「ＣＤ・ＤＶＤ・楽器」→「ＣＤ」→「その他」）を記憶部に記憶する。 

 (3)  商品に対応づけた店舗毎のカテゴリを示す情報の記憶について 

    ア 店舗ごとに設定される商品分類について 

     被告装置・方法は、（楽天市場の全体に設定される商品分類とは異なる）店舗ごとに

設定される商品分類を記憶部に記憶する（後述する写真５の左側青枠参照。）。 

     具体的には、「商品ページ設定メニュー」における「カテゴリページ設定」において、

大分類・小分類が入力されることにより、登録される（甲１０のＳＴＥＰ８、９）。 

   イ 各商品の店舗毎のカテゴリの登録について 

     被告装置・方法は、店舗管理者等からの入力に応じて、楽天市場で扱う商品に対し

て、個別に、アで説明した店舗ごとに設定される商品分類に基づく、個別の店舗毎の

カテゴリ（例えば、「くだもの」→「柑橘類」）を登録する（甲１０のＳＴＥＰ１０の

「７『表示先カテゴリ』に貼り付け」、「８『商品情報を変更する』ボタンを押します」）。 

   ウ 店舗毎のカテゴリを示す情報の記憶について 

     被告装置・方法は、イで説明した登録により、楽天市場が扱う商品に対応づけて、

商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく、店舗毎のカテゴリを示す情

報（例えば、「くだもの」→「柑橘類｜）を記憶部に記憶する。 
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３ 被告装置、及び、被告方法における送信部（１）ないし送信ステップ（１）について 

 (1) 楽天市場におけるユーザの操作について 

   ア ユーザが、パソコン、スマートフォン等のユーザ端末から、インターネットを介し

て楽天市場のホームページ（ＵＲＬは省略）にアクセスすることにより、被告装置・

方法は、楽天市場の全体に設定される商品分類を表示する（写真１の大きい青丸参照。）。 

    イ  楽天市場の全体に設定される商品分類は、階層的に構成されており、たとえば、最

上位から、「食品・ドリンク・お酒」（写真１の小さい青丸参照。）をクリックすると、

「食品・ドリンク・お酒」（写真２の大きい青丸参照。）がその右側に表示され、更に

当該「食品・ドリンク・お酒」の中から、「ワイン」（写真２の小さい青丸参照。）をク

リックすると、別の表示画面（写真３）において、「ワイン」のジャンルが表示され（写

真３の大きい青丸参照。）、「赤ワイン」等（写真３の小さい青丸参照。）の項目が表示

される。 

 (2) 楽天市場のジャンルを示す情報の送信について 

    被告装置・方法は、(1)で説明したユーザの操作に応じて、楽天市場のジャンルを示す

情報（例えば、「トップ＞ビール・洋酒＞ワイン＞赤ワイン」。写真４の左上の緑枠）を記

憶部から取得して、パソコンやスマートフォン等のユーザ端末に送信する送信部（１）な

いし送信ステップ（１）を備えている。 

  (3) 楽天市場のジャンルに分類される商品を示す情報について 

    被告装置・方法は、(2)で説明した楽天市場のジャンルに分類される商品を示す情報（例

えば、「ボルドーワイン」（写真４の赤枠）や、これを含むワインのリスト（写真４の青枠））

を記憶部から取得して、パソコンやスマートフォン等のユーザ端末に送信する送信部（１）

ないし送信ステップ（１）を備えている。 
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↓ 以下省略 

写真１（楽天市場のジャンル：最上位の階層） 

 

 

 

↓ 以下省略 

写真２（楽天市場のジャンル：「食品・ドリンク・お酒」の階層） 
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↓ 以下省略 

写真３（楽天市場のジャンル：「ワイン」の階層） 
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↓ 以下省略 

 

写真４（楽天市場のジャンル：「赤ワイン」の階層） 
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４ 送信部（２）ないし送信ステップ（２）について 

 (1) 被告装置における各情報の表示 

    ３で説明したように、ユーザの操作に応じて、楽天市場のジャンルを示す情報（例え

ば、「トップ＞ビール・洋酒＞ワイン＞赤ワイン」。写真４の左上の緑枠）、及び、楽天市

場のジャンルに分類される商品を示す情報（例えば、「ボルドーワイン」（写真４の赤枠）

や、これを含むワインのリスト（写真４の青枠））がユーザ装置に表示される。 

 (2) 被告装置・方法におけるユーザ端末からの通知について 

    被告装置・方法においては、(1)で説明した各情報が表示された後、ユーザによって、

表示された商品の一つ（例えば、「ボルドーワイン」（写真４の赤枠））が選択されること

により、当該表示された商品がユーザによって選択された旨がユーザ端末から通知される。 

 (3) 店舗毎のカテゴリを示す情報の送信について 

    被告装置・方法は、(2)で説明したユーザ端末からの通知を受けて、店舗毎のカテゴリ

を示す情報（例えば、「ドラジェ」という店（写真５の上部青楕円）については、「カテゴ

リトップ＞ワイン＞ボルドー」や「カテゴリトップ＞特集」（写真５の上部の緑枠））を記

憶部から取得して、ユーザ端末に送信する送信部（２）ないし送信ステップ（２）を備え

ている。 

    店舗毎のカテゴリを示す情報は、２(3)イで説明したように、商品に対して、個別に、

対応づけられて記憶部に記憶されている情報である（例えば、「ボルドーワイン」に対し

ては、「カテゴリトップ＞ワイン＞ボルドー」ないし「カテゴリトップ＞特集」という２

種類のドラジェ独自のカテゴリが登録されている。写真５の緑枠）。 

  (4) 店舗毎のカテゴリに分類される商品を示す情報の送信について 

    被告装置・方法は、(2)で説明したユーザ端末からの通知を受けて、(3)で説明した店

舗毎のカテゴリ（例えば、「ドラジェ」という店（写真５の上部青楕円）については、「カ

テゴリトップ＞ワイン＞ボルドー」や「カテゴリトップ＞特集」（写真５の上部の緑枠））

に分類される商品を示す情報（例えば、「ボルドーワイン」。写真５の赤枠）を記憶部から

取得して、パソコンやスマートフォン等のユーザ端末に送信する送信部（２）ないし送信

ステップ（２）を備えている。 

 

５ 店舗における商品の検索・抽出について 

  被告装置・方法は、４(4)で説明した（ユーザ端末に送信された）店舗毎のカテゴリを示

す情報（のうちの一つ）（例えば、「カテゴリトップ＞ワイン＞ボルドー」のうちの「ボルド

ー」）が、ユーザにより選択（クリック）されることにより、当該店舗毎のカテゴリに分類

される商品（例えば、「ボルドー」に分類される商品）の検索・抽出が可能となっている（そ

れにより、当該店舗毎のカテゴリ（例えば「ボルドー」）に分類される商品（群）を表示す

ることができる。） 
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↓ 次頁に続く 
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↓ 前頁からの続き 

 

 

写真５（dragee（ドラジェ）という店舗のカテゴリ） 

 

以上 

 


